
神奈川県緊急輸送道路ネットワーク協議会

神奈川県緊急輸送道路管理マニュアル

改定概要
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令和７年３月改定



■ 本マニュアル改定の主なポイント
・ 主に次の１～５を追加
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１ 地震被害を想定
神奈川県地域防災計画に示される６つの想定地震を、４つに分類し、

それぞれの被害を想定。
① 都心南部直下地震
② 三浦半島断層群の地震
③ 神奈川県西部地震、東海地震、南海トラフ巨大地震
④ 大正型関東地震

２ 優先啓開候補路線を事前に選定
４分類の地震の被害想定に基づき、優先して道路啓開を実施する候補路線

を事前に選定。

３ タイムラインを作成
各道路管理者が優先啓開候補路線を同じ時間軸で目標時間内に道路啓開を

行うため、タイムラインを作成。



■ 本マニュアル改定の主なポイント
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４ 道路啓開に必要な人員・資機材の確保
優先啓開候補路線上の被害想定に基づき、道路啓開の作業内容を想定し、

道路啓開に必要となる重機や敷鉄板等の資機材、オペレーターや作業員等の
人員・班体制等の数量を算定し、必要な資機材を確保しておくこととした。

５ 電線管理者との連携
電柱・電線の除去について、道路管理者と電線管理者で協定を結ぶ等により、

あらかじめ作業の流れや役割分担を決めておくこととした。



１ 地震被害を想定

・ 地域防災計画の６つの地震を４つに分類して、被害を想定。
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※

※神奈川県地震被害想定調査における市町村別最⼤震度
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分類 主な道路
優先啓開候補路線の選定の考え

方

啓開

目標時間

津波浸水想定区域

の場合

優先啓開

候補路線

Ⅰ

・国道（国、県、

政令市管理国道）

・高速道路会社

管理道路

・国土の骨格をなす幹線道路であ

る高速道路及び交通量の多い国

道を選定 48時間

津波により浸水が想定さ

れる区間内については、

大津波警報等の解除後

の作業となることから、72

時間以内の啓開実施

優先啓開

候補路線

Ⅱ

・県道（県、政令市

管理）

・市道（政令市管理）

・臨港道路等

・優先啓開候補路線Ⅰと、防災拠

点のうち災害拠点病院や広域応援

活動拠点等を結ぶ路線 48時間

災害拠点病院や広域応

援活動拠点等が、津波浸

水想定区域内の場合は、

72時間以内の啓開実施

優先啓開

候補路線

Ⅲ

・国道（政令市管理）

・県道（県・政令市

管理）

・市道（政令市管理）

・優先啓開候補路線Ⅰ及びⅡと、

防災拠点のうち物資輸送拠点や孤

立集落地区内のヘリポート等を結

ぶ路線を選定

72時間

大津波警報、津波警報の

解除後に道路啓開作業

を実施

２ 優先啓開候補路線を選定

・ 道路の種別やつながる防災拠点の重要度により、３つに分類した優先啓開

候補路線を選定。
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①都心南部直下地震における優先啓開候補路線

神奈川県地震被害想定調査を基に作成



②三浦半島断層群の地震における優先啓開候補路線
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神奈川県地震被害想定調査を基に作成



③神奈川県西部地震・東海地震・南海トラフ巨大地震における優先啓開候補路線
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神奈川県地震被害想定調査を基に作成



④大正型関東地震における優先啓開候補路線
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神奈川県地震被害想定調査を基に作成



・ タイムラインを関係機関で共有し、同じ時間軸で目標時間内に道路啓開を実施。

発災からの
概ねの時間

神奈川県災害対策本部 現地災害対策本部 国⼟交通省 各政令市 NEXCO
⾸都⾼

災害協定
業者

ライフ
ライン
事業者

警察 ⾃衛隊 消防
(関係部局)統制部 県⼟整備局 ⼟⽊事務所等 関東地⽅

整備局 国道事務所 災害対策
本部 ⼟⽊事務所等

連絡体制の確⽴
神奈川県災害対策本部、各対策本部（⽀部）の設置

道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
の実施

道路パト
ロールの実
施
※各管理者
の協定等に
基づき実施

被災情報の取得 被災情報
の取得

被災情報の
集約

各機関の災害対応マニュアル、
防災業務計画に準拠

被災情報の
集約

担当者派遣担当者派遣リエゾンリエゾン

啓開ルート
の共有

啓開ルートの決定
啓開ルートの共有

各機関の災害対応マニュアル、
防災業務計画に準拠

発災

発災から
48時間

⼜は72時間※

啓開体制の確保
啓開作業
区間へ出
動

災害対策基本法に基づく道路の区間指定 区間指定の
収集・把握

道路啓開の実施
道路啓開監督、連絡調整

道路啓開
作業

占⽤物の安全
確認・撤去

⼈命救助
交通規制 啓開作業 危険物の

確認

道路啓開状況の把握

啓開ルートの道路啓開完了

道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
の実施

道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
の実施

３ タイムラインを作成

発災から
３時間

発災から
６時間

被災情報
の取得

被災
情報
の
共有

被災
情報
の
共有

電気・通信
設備の復旧 ⼈命救助

⽀援要請
の受諾
⼈員・資
機材の確
保

公安委員会への通知
公安委員会からの要請

※ 基本的には、優先啓開候補路線Ⅰ及びⅡは48時間以内、優先啓開候補路線Ⅲは72時間以内の道路啓開を目指す。

道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
の実施

被災情報
の取得

※ 各道路管理者は、啓開ルートの決定を待たずに道路啓開を実施できる。 10



４ 道路啓開に必要な人員・資機材の確保
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道路啓開の実施状況 道路の段差解消作業

・ 建設業協会等との災害協定の締結などにより、道路啓開に必要となる重機

や敷鉄板等の資機材や作業員の人員等の量を把握し、確保しておく。

（出典 国土交通省資料 より）

保管状況
（応急仮設橋りょう）

神奈川県管理の備蓄倉庫 倉庫内の状況

（能登半島地震における道路啓開実施状況）



５ 電線管理者との連携
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能登半島地震では、
電柱の倒壊等が復旧
作業の支障となった。

（出典 国土交通省資料 より）

・ 道路管理者と電線管理者で協定を結ぶ等により、あらかじめ作業の流れや

役割分担を決めておく。

（能登半島地震における電柱倒壊等の状況）


